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税務訴訟資料 第２６０号－１１３（順号１１４６９） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 相続税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（半田税務署長） 

平成２２年７月２日棄却・控訴 

 

判 決 

原告         甲こと 甲 

同訴訟代理人弁護士  品川 芳宣 

           間瀬 まゆ子 

同補佐人税理士    筒井 保司 

被告         国 

同代表者法務大臣   千葉 景子 

処分行政庁      半田税務署長 

           山田 清 

同指定代理人     中野 康典 

           出田 潤二 

           阿部 義弘 

           千田 幸恵 

 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

 処分行政庁が原告に対して平成１９年６月２７日付けでした、①平成１７年１月１７日相続開始

に係る相続税の更正処分のうち、課税価額１億９６１６万円、納付すべき税額２３８４万８０００

円を超える部分及び②上記更正に伴う過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、原告が、平成１７年１月１７日に死亡した亡乙（以下「亡乙」という。）の相続（以

下「本件相続」という。）に係る相続税の申告において、亡乙が代表取締役を務めていた法人に

対する損害賠償金の未払金等を相続財産から控除すべき債務としたところ、半田税務署長が当該

未払金等は控除すべき債務に当たらないことを理由に相続税の更正処分をするとともに、過少申

告加算税の賦課決定処分をしたことから、原告がこれを不服として、上記更正処分及び過少申告

加算税賦課決定処分の各取消しを求めている事案である。 

２ 関係法令等の定め 

 以下、平成１６年法律第１４７号による改正前の相続税法（以下「相続税法」という。）の各

条文等のうち、本件に関係のある部分のみを略記する。 

(1) 相続税の納税義務者（１条の３） 
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 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 

１号 （略） 

２号 相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時

においてこの法律の施行地に住所を有しないもの（当該個人又は当該相続若しくは遺贈

に係る被相続人（遺贈をした者を含む。以下同じ。）が当該相続又は遺贈に係る相続の

開始前５年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことが

ある場合に限る。） 

３号 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得

した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの（前号に掲げる者を除く。） 

４号 （略） 

(2) 相続税の課税財産の範囲（２条） 

１項 （略） 

２項 第１条の３第３号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得し

た財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。 

(3) 相続税の課税（１１条） 

 相続税は、この節及び第３節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者

の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額（以下この

節及び第３節において「相続税の総額」という。）を計算し、当該相続税の総額を基礎として

それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課

する。 

(4) 相続税の課税価格（１１条の２） 

１項 （略） 

２項 相続又は遺贈により財産を取得した者が第１条の３第３号の規定に該当する者である

場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の

施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 

(5) 債務控除（１３条） 

１項 （略） 

２項 相続又は遺贈により財産を取得した者が第１条の３第３号の規定に該当する者である

場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに

ついては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げ

るものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 

１号 （略） 

２号 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務 

３号 前２号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務 

４号 （略） 

５号 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は

事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の

債務 

３項 （略） 

(6) 債務控除（１４条） 
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１項 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。 

２項 （略） 

３ 前提事実（争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

(1) 本件相続の相続税の申告 

ア 当事者等 

(ア) 原告は、アメリカ合衆国の国籍を有し、現在、ブラジル連邦共和国において居住する

者であるが、その父である亡乙が平成１７年１月１７日に死亡したことに伴う同人の相続

（本件相続）において、亡乙の子として原告と共同相続人の地位にあった丙が相続放棄を

した結果、亡乙を単独で相続した。原告は、相続税法１条の３第３号に該当するいわゆる

制限納税義務者に当たる（同法２条２項）。 

 原告は、本件相続において、別紙１不動産の表示記載の番号２ないし３１の各不動産（一

部につき、当該不動産の持分）を相続した（以下、これら不動産を総称して「本件不動産」

という。）。 

（以上、甲３、乙１、弁論の全趣旨） 

(イ) Ａ株式会社（以下「Ａ」という。）は、昭和１５年１２月１９日に設立された衣料品

及び工業用の綿糸綿布その他繊維製品の製造、販売及び輸入等を目的とする株式会社であ

る。Ａは、平成１６年１月６日午前９時に東京地方裁判所の決定により更生手続が開始し

（以下において、更生手続開始の前後を区別することなく「Ａ」と表記する。）、平成１７

年３月３１日同裁判所により認可された更正計画に基づき、同年６月６日に会社分割（名

古屋市Ａ株式会社）を行った後、同月１７日に解散し、平成１８年３月２４日に清算結了

した。（乙７） 

 Ａにおいては、亡乙が、昭和５７年から平成１７年１月１７日に同人が死亡するまでの

間、代表取締役を務め（なお、商業登記簿上は同年３月３１日付け退任。）、原告が、平成

４年６月１９日から平成１３年１２月２１日に辞任するまでの間、監査役を務めた。（乙

７、８の１ないし５） 

イ 本件損害賠償債務及び本件仮差押え 

(ア) Ａは、平成１２年１月１７日、Ｂ（以下「Ｂ社」という。）との間で、Ａ所有のＦ機

械（以下「本件機械」という。）を合計１７０万米ドル（当時の為替レートで換算すると、

１億８０２０万円）で売却する旨の売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結し

た。そして、本件機械は、同日付けで、Ｂ社からＣへ、同社からＤ（以下「Ｄ社」という。）

へ順次転売された。（乙１５、２０、２１） 

 平成１３年３月、Ａ、Ｂ社及びＤ社は、ＡとＢ社間の本件売買契約について、本件機械

の売買代金及びその支払時期を変更し、Ｂ社がＡに支払う売買代金（以下「本件売買代金」

という。）を合計５億円の分割払いとし、Ｂ社は本件機械の次の買主から資金を受領した

場合に限り上記売買代金の支払をする責任を負うこととし、Ｂ社が上記支払をしない場合

にはＤ社が直ちにＡに全額の支払をする旨合意された。（乙２３） 

(イ) Ａの更生手続開始後、Ａ管財人（以下「本件管財人」という。）は、平成１６年２月

２７日（同日受理）及び同年３月９日（同月１０日受理）付けで、それぞれ、東京地方裁

判所に対し、亡乙が平成１２年１月１７日締結の本件売買契約に基づき本件機械を売却処

分したことによりＡに損害を与えたとして、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関す
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る法律（平成１７年法律第８７号）６４条の規定による改正前の商法（以下「旧商法」と

いう。）２６６条１項４号及び５号、２６５条並びに２６０条に基づき、Ａが亡乙に対し

て有する５億円の損害賠償請求権の執行を保全するため、会社更生法（平成１７年法律第

８７号による改正前のものをいう。以下同じ。）９９条に基づき、亡乙が本邦内に所有す

る不動産について、仮に差し押さえるとの裁判を求める申立て（以下「本件仮差押申立て」

という。）をした。（乙９の１・２） 

 平成１６年３月１日及び同月１１日、本件仮差押申立てに基づき、債権者をＡ（更生会

社Ａ株式会社）として、亡乙が所有又は持分を有する別紙１不動産の表示記載の各不動産

（番号１ないし３１）についてそれぞれ仮に差し押さえる旨の裁判（以下「本件仮差押え」

という。）がされた。（乙１０の１・２） 

 本件管財人は、平成１６年３月２９日付け（同月３１日受理）で、東京地方裁判所に対

し、Ａの亡乙及び原告に対する役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定決定を求める

申立て（東京地方裁判所平成●●年(○○)第●●号。以下「本件査定申立事件」という。）

をした。（乙１１） 

 亡乙は、弁護士を自身の代理人として選任し、平成１６年７月９日、別紙１不動産の表

示記載の番号１の名古屋市の土地を株式会社Ｅに売却した譲渡代金３２４０万７７００

円のうち、手付金２００万円を除く、３０４０万７７００円を、亡乙と本件管財人との間

の同月７日付け合意書に基づき、本件管財人に預託した（以下、この預託金を「本件預託

金」という。）。（乙２６） 

 本件査定申立事件において、亡乙及び原告は、弁護士を自身の代理人として選任してこ

れに対応し、平成１７年６月２９日、本件管財人との間で、概要次のとおり和解が成立し

た（以下、「本件和解」という。）。（乙２５） 

ａ 原告は、Ａに対し、亡乙がＡに対して支払うべき解決金の相続債務として、１億８５

７９万２２９７円（以下「本件解決金」という。）の支払義務があることを認める。 

ｂ 原告は、本件和解成立後直ちに、本件預託金を本件解決金の弁済として支払い、Ａは

本件預託金を本件解決金の弁済に充当する。 

ｃ 原告は、Ａに対し、本件解決金から本件預託金の金額を控除した１億５５３８万４５

９７円を分割して支払う。 

ｄ Ａは、原告が本件解決金を完済したときは、本件売買契約に基づきＢ社に対して売却

した本件機械についてＡが留保している所有権をＢ社に移転する。 

ｅ Ａは、原告が本件解決金を完済したときは、本件仮差押申立事件を取り下げる。 

(ウ) 本件管財人と本件査定申立事件における原告の代理人らは、平成１７年９月３０日、

本件和解に基づき、次の内容の債務弁済契約等公正証書（以下「本件公正証書」という。

（乙２８））を作成した。本件公正証書においては、亡乙がＡに対して支払うべき本件解

決金が、亡乙がＡに対して負う旧商法２６６条１項４号及び５号に基づく損害賠償債務と

された。（乙２８） 

ａ 原告は、Ａに対し、亡乙がＡの代表取締役として、本件機械の売買を行ったこと、そ

の他一切の行為について旧商法２６６条第１項第４号及び第５号に基づき亡乙がＡに

対して負担する損害賠償債務の相続債務として、１億８５７９万２２９７円の支払義務

があることを認める。 
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ｂ 原告は、本件預託金を上記ａの金員の弁済として支払い、Ａは、本件預託金を上記ａ

の金員の弁済に充当した。 

ｃ 原告は、Ａに対し、上記ａの金員から同ｂの本件預託金を控除した残額１億５５３８

万４５９７円（以下「本件損害賠償債務」という。）を分割して支払う。 

ウ 本件弁護士報酬等 

 Ｇ事務所から亡乙あての平成１７年１１月４日付け請求書によれば、期間を平成１５年１

０月１日から平成１７年１月１７日までとし、①役員損害賠償請求権査定申立の件、②債務

弁済契約公正証書作成の件及び③名古屋市所在の不動産売却に関するアドバイスを内容と

する法律相談の対価として弁護士報酬及び諸経費の合計４９９万２５４８円が請求金額と

して記載されている。（以下「本件弁護士報酬等」という。乙２９） 

エ 本件相続に係る相続税の申告経過 

(ア) 原告は、法定申告期限内である平成１７年１１月１７日、本件相続に係る相続税の申

告書を半田税務署長に提出した（別表１「課税の経緯等」における「申告」の区分欄参照）。

（乙２） 

(イ) 半田税務署長は、本件相続に係る税務調査を実施し、申告に誤りを発見したとして、

原告に対し、次のａ及びｂの事項について、修正申告をすることを求めた。 

ａ 亡乙に帰属する土地及び預貯金が申告漏れとなっていること 

ｂ 原告は、相続税法１条の３第３号の規定に該当する者であるところ、原告が申告した

債務のうち「損害賠償金」（本件損害賠償債務）及び「弁護士費用」（本件弁護士報酬等）

については、相続税法１３条２項に規定する相続財産から控除できる債務に該当しない

こと 

 原告は、平成１９年６月２５日、上記ａの指摘に沿う内容の修正申告書（以下「本件修

正申告書」という。）を提出した（以下「本件修正申告」という。別表１「課税の経緯等」

における「修正申告」の区分欄参照））。 

（以上につき、乙３、弁論の全趣旨） 

オ 半田税務署長は、同月２７日付けで、原告に対し、本件修正申告に係る過少申告加算税の

賦課決定処分を行う（別表１「課税の経緯等」における「賦課決定処分」の欄参照）ととも

に、同日付けで、本件相続に係る原告の相続税について更正処分（本件更正処分）及びこれ

に伴う過少申告加算税の賦課決定処分（本件賦課決定処分）をした（別表１「課税の経緯等」

における「本件更正処分等」の欄参照）。（乙４、５） 

 なお、本訴において被告が主張する本件相続に係る原告の相続税の課税価格及び納付すべ

き税額等は別表２のとおりであり、その根拠及び計算に関する被告の主張は別紙２「課税の

根拠及び計算」のとおりである。 

(2) 不服申立て及び本件訴えに至る経緯 

ア 原告は、平成１９年８月２７日付けで半田税務署長に対し、本件更正処分及び本件賦課決

定処分を不服として異議申立てをしたが、同署長は、同年１１月２７日付けで同異議申立て

を棄却する旨の決定をした。（乙６） 

イ 原告は、平成１９年１２月２０日、国税不服審判所長に対し、上記アの決定を不服として、

審査請求をし、同所長は、平成２０年６月２５日付けで、原告に対し、同審査請求を棄却す

る旨の裁決をした。（甲１） 
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ウ 原告は、平成２０年１２月１０日、本件訴えを提起した。（顕著な事実） 

４ 争点 

(1) 本件損害賠償債務（１億５５３８万４５９７円）が債務控除の対象となるか（相続税法１

３条２項２号、３号又は５号該当性並びに１４条１項該当性） 

(2) 本件弁護士報酬等（４９９万２５４８円）が債務控除の対象となるか（相続税法１３条２

項２号、３号又は５号該当性） 

５ 争点に関する当事者の主張の要旨 

(1) 争点(1)（本件損害賠償債務（１億５５３８万４５９７円）が債務控除の対象となるか（相

続税法１３条２項２号、３号又は５号該当性並びに１４条１項該当性））について 

（原告の主張の要旨） 

ア １３条２項該当性について 

 原告は、本件損害賠償債務は相続税法１３条２項２号、３号又は５号のいずれかに該当す

る旨主張する。 

(ア) ２号該当性 

 本件相続により原告が取得した財産は本件不動産を除くと２００万円程度の価値しか

ないから、本件仮差押えによって保全されている本件損害賠償債務を弁済しなければ、相

続人が本件不動産の所有権を失うことは間違いなく、当該債務は当然に国内財産に関する

債務と認められるべきであって、担保物権における目的物と被担保債権と同様の関係が認

められるから、同号が規定する場合と利益状況は同一である。したがって、本件損害賠償

債務は、同号に該当する。 

(イ) ３号該当性 

 亡乙及びこれを相続した原告が本件和解によって本件損害賠償債務を負担し、本件損害

賠償債務を弁済しなければ、本件仮差押えによって所有権に対する制限が生じ、譲渡等の

処分が制限されている本件不動産を本件相続によって取得することはできなかったはず

である。したがって、本件損害賠償債務は、相続財産である本件不動産を取得、維持する

ために生じた債務であって、同号に該当する。 

(ウ) ５号該当性 

 亡乙は、ワンマン経営者としてＡに君臨しており、仮に死亡退職に際してＡから役員退

職慰労金が支給されれば、これが相続財産とみなされて原告の相続税の課税価格に算入さ

れることから、Ａ自体が相続財産を生み出す母体となることも併せて考慮すると、実質的

にはＡを亡乙が有している営業所又は事業所と同様に解することができるから、Ａの役員

としての損害賠償債務である本件損害賠償債務は「当該営業所又は事業所に係る営業上又

は事業上の債務」に該当する。したがって、同号に該当する。 

イ １４条１項該当性について 

(ア) 亡乙は、本件相続開始前において、本件管財人との間で本件損害賠償債務に関する和

解交渉を始め、既に相当額の損害賠償義務の負担を覚悟していたというべきであるし、い

まだ本件相続税の申告期限（相続開始より１０か月）が経過していない本件和解の成立時

点において、本件損害賠償債務の金額が確定していたことからすると、本件相続時点にお

いて、亡乙が負担する本件損害賠償債務は確実な債務であったというべきである。 

 被告は、債務としての確実性がない理由として、①亡乙が本件損害賠償債務を履行した
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場合、Ａに代位してＤ社に本件売買代金を請求することができること、②亡乙は全額を原

告に対して求償することができることを挙げている。 

 しかし、本件においては、亡乙が本件損害賠償債務を履行した場合、理論上、Ａに代位

して、Ｄ社に対して本件売買代金を請求できるものの、Ｄ社においては、税の滞納がみら

れるなど、その経営自体が成り立たなくなっていることに加え、法人税法上、「繊維工業

用設備」の耐用年数が３ないし７年とされている（減価償却資産の耐用年数等に関する省

令別表第２の３）ところ、本件機械は、Ａにおいて既に遊休資産として扱われており、そ

れが海外へ搬出され、その後本件和解時までに５ないし６年が経過していたことや、繊維

産業の深刻な構造不況を考慮した場合、本件相続時において、本件機械に経済的価値があ

ったとも考えられないから、実際には、本件売買代金をＤ社から受領することはできない

状況にあった。 

 Ｄ社に本件機械の売買代金の支払能力がないことは、原告が個人資産から約１億６００

０万円もの損害賠償を支払う旨約していること、原告自らが本件和解後に求償権を行使し

ていないことから、明らかである。 

 また、本件機械の売買による利益は、Ｄ社の実質的な所有者であった亡乙に帰属してい

るのであって、その手伝いをしていたにすぎない原告がその利益を得たという事実はない

し、本件売買契約当時、Ａを代表して違法行為を行ったのは亡乙であり、原告はその指示

によって監査役に就任していたものの、就任当時は２２歳であり、その職にある間は日本

国内に居住していなかったから、監査役本来の職務を何ら果たせる状況になかった。そし

て、本件和解成立の過程において、亡乙自身が責任を認めており、本件和解においても本

件損害賠償債務の債務者は亡乙のみであって原告はこれを相続債務として支払うという

内容とされていることに照らせば、原告には、独自の責任はなく、亡乙の付随的責任にす

ぎないのであって、本件損害賠償債務は亡乙が負担すべき債務というべきである。 

 以上に加え、債務控除を弾力的に行うべき旨定めた通達（相続税法基本通達１４－１）

が存在することからすると、本件損害賠償債務は「確実と認められるもの」というべきで

ある。 

(イ) 被告は、本件異議決定書及び本件裁決書において言及されていなかった本件損害賠償

債務が「確実と認められるもの」に該当しない旨の主張を本件訴訟において新たに提出し

ており、租税法律主義が保障する納税者側の予測可能性と法的安定性を著しく害し、不当

である。 

（被告の主張の要旨） 

ア 相続税法１３条２項 

 被告は、本件損害賠償債務は相続税法１３条２項２号、３号又は５号のいずれにも該当し

ない旨主張する。 

(ア) ２号該当性 

 相続税法１３条２項２号によって控除される債務は、国内財産を直接の目的とする担保

物権で担保された債務に限定され、債務者の総財産を責任財産とするにすぎない一般債務

は含まないし、仮差押えがされたとしても、仮差押えは、被保全債権の支払を確保するた

めに、執行の目的たる債務者の責任財産のうち債権額に相応する適当な財産を選択して、

その現状を維持し、将来の強制執行を確保する手段にすぎないから、債権者としては、当
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該差押えに係る財産から弁済を受ける必然性はなく、２項２号記載の担保物権の場合と比

べ、当該仮差押えの目的物から債権の回収を行う可能性は低く、差押え目的物と被保全債

権との間には、強い結合関係は認められないから、当該財産（不動産）に対して担保物権

が設定されている場合とは異なる。したがって、同号には該当しない。 

(イ) ３号該当性 

 本件損害賠償債務は、当該国内財産とは無関係に生じた亡乙のＡに対する代表取締役と

しての旧商法２６６条１項４号及び５号に基づく損害賠償責任にすぎず、原告が相続によ

り取得した国内財産について、亡乙がそれらの財産を取得するため、又は維持・管理する

ために生じた債務ではないから、３号には該当しない。 

(ウ) ５号該当性 

 亡乙は、死亡の際、Ａの代表取締役ではあったものの、亡乙自身が国内に営業所又は事

業所を有し、何らかの営業又は事業を行っていた事実は認められないから、本件損害賠償

債務は同号に規定する債務に該当しない。そもそも、本件損害賠償債務は亡乙のＡに対す

る代表取締役としての損害賠償責任に基づくものであるから、亡乙の営業上又は事業上の

債務には該当しない。 

 相続税法上、「退職手当金、功労金その他これに準ずる給与」（相続税法１０条１項６

号）と「営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の

権利」（同項１３号）とは別個の概念であり、亡乙がＡから退職慰労金を支給され得ると

しても、Ａを亡乙の営業所又は事業所と同様に解する根拠となるものではない。したがっ

て、相続税法１３条２項５号に該当しない。 

イ 相続税法１４条１項 

(ア) 本件損害賠償債務は会社に対する債務であるが（旧商法２６０条、同２６５条、同２

６６条１項４号及び５号）、Ａの代表取締役であった亡乙及び同監査役であった原告が、

亡乙らの利益を図る目的で、取締役会の決議を経ることなく、Ａの重要な財産である本件

機械を当初１７０万米ドルでＢ社等を介してＤ社に流出させてはいるものの、その後、交

渉によって本件売買代金が５億円に変更され、Ａにおいては、適正な価格の代金債権を取

得している以上、Ａは損害を被っていない。なお、本件機械は遊休資産であったため、そ

の売却によって得べかりし利益が損なわれたということもない。 

(イ) そうだとすると、本件損害賠償債務は、せいぜいＤ社から売買代金の支払を受けられ

なかったという損害に対するものであり、同債務を履行した場合には、亡乙は本件売買代

金債権につきＡに代位することができる（民法４２２条）。 

 Ｄ社の経営難を基礎付ける具体的資料はなく、その財務状況も不明であるし、本件機械

の代金債務の弁済と同社の資金不足との間に論理必然の関係はないから、同社において本

件損害賠償債務の金額に相当する金銭を得るための資産を有していなかったとの根拠は

全くないし、Ｄ社はその後も営業を続けていることに照らすと、同社には相応の資産があ

ったというべきである。また、本件機械の耐用年数経過を根拠として主張する点は、耐用

年数が減価償却制度を前提とし、当該資産の物理的・経済的寿命を示すものではない点を

看過したもので不当である。 

(ウ) また、原告は、本件売買契約締結当時、Ａの監査役を務めていたことから、取締役で

ある亡乙と同様に損害賠償債務を連帯して負担することとなるところ（旧商法２７８条）、
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報酬を得ていた原告は名目的監査役とはいえず、本件機械の売買は、Ａの財産を原告が実

質支配するＤ社に帰属させるために行われたものであり、本件査定申立事件における相手

方（原告）代理人においても、本件機械の売買については原告に責任があると考えていた

ことからすると、損害の公平な分担の見地から、Ｄ社が売買代金を支払わなかったことに

対する損害賠償債務は原告が全額負担するべきものであるから、亡乙はこれを全額原告に

対して求償することができる。なお、亡乙が生前に自己の責任を認めて和解に応じたとい

う事実は認められない。 

(エ) 本件損害賠償債務には債務としての確実性が認められない旨の主張は、本件異議審理

及び裁決の段階ではされていないものの、課税処分取消訴訟における訴訟物は、所得金額

に対する課税の違法一般であり、結論としての数額が処分時に客観的に存在した課税標準

及び税額を上回らなければ、違法に納税義務を課したことにはならず、処分は適法である。

したがって、その数額の計算の根拠となる事実は単なる攻撃防御の方法にすぎず、税務署

長は、処分時の認定理由に拘束されることなく、当該課税処分に係る課税標準及び税額の

数額を維持するための一切の理由を訴訟において主張することができる。 

(2) 争点(2)（本件弁護士報酬等（４９９万２５４８円）が債務控除の対象となるか（相続税法

１３条２項２号、３号又は５号該当性））について 

（原告の主張の要旨） 

 原告は、本件弁護士報酬等（内訳は、①役員損害賠償請求権査定申立の件、②債務弁済契約

公正証書作成の件、③名古屋市所在の不動産売却に関するアドバイスに係る弁護士報酬及び諸

費用である。）は、相続税法１３条２項２号、３号又は５号のいずれかに該当する旨主張する。 

ア ２号該当性 

 本件弁護士報酬等のうち、①役員損害賠償請求権査定申立の件及び②債務弁済契約公正証

書作成の件に係る部分は、いずれも本件損害賠償債務の付随費用と認められ、上記(1)（原

告の主張の要旨）ア(ア)と同様の理由から、相続税法１３条２項２号に掲げる「債務」に該

当する。 

 また、本件弁護士報酬等のうち、③名古屋市所在の不動産売却に関するアドバイスに係る

弁護士報酬及び諸費用に係る部分は、その売却代金を本件管財人に預託して本件査定申立事

件を被相続人にとって有利に解決するためにしたものであるから、同じく本件損害賠償債務

の付随費用と考えることができ、相続税法１３条２項２号に掲げる「債務」に該当する。 

イ ３号該当性 

 本件弁護士報酬等のうち、③名古屋市所在の不動産売却に関するアドバイスに係る弁護士

報酬及び諸費用に係る部分は、その売却代金を本件管財人に預託して本件査定申立事件を被

相続人にとって有利に解決するためにしたものであるから、相続財産の「取得、維持又は管

理のために生じた債務」（相続税法１３条２項３号）に該当する。 

ウ ５号該当性 

 本件弁護士報酬等は、本件損害賠償債務と法的には同質とみ得るから、本件損害賠償債務

と同様に相続税法１３条２項５号に該当する。 

（被告の主張の要旨） 

 被告は、本件弁護士報酬等は、相続税法１３条２項２号又は３号のいずれにも該当しない旨

主張する。 
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ア ２号該当性 

 本件弁護士報酬等については、いずれも原告が相続した国内財産を目的とする担保物権に

より担保された債務ではないから、相続税法１３条２項２号に規定する債務に該当しないこ

とは明らかである。 

イ ３号該当性 

 本件弁護士報酬等のうち、①役員損害賠償請求権査定申立の件及び②債務弁済契約公正証

書作成の件（本件査定申立事件及び本件公正証書作成）に係る部分は、原告が相続した国内

財産について、亡乙がそれらの財産そのものを取得した費用ではないし、また、当該財産そ

のものの価値を維持・管理するために生じた債務でもない。 

 また、本件弁護士報酬等のうち、③名古屋市所在の不動産売却に関するアドバイスに係る

弁護士報酬及び諸費用に係る部分は、亡乙が生前に当該不動産を第三者に譲渡した件に関す

るものであって、原告が相続した国内財産について、亡乙がそれらの財産を取得するため又

は維持・管理するために生じた債務ではない。 

 したがって、本件弁護士報酬等は、いずれも相続税法１３条２項３号に該当しない。 

ウ ５号該当性 

 亡乙は、死亡の際、Ａの代表取締役ではあったものの、国内に営業所又は事業所を有し、

何らかの営業又は事業を行っていた事実は認められない。また、本件弁護士報酬等の内容は、

（名古屋市所在の不動産売却に関しても、反復継続的に行われる行為の一環として行われた

ものではなく、）亡乙の営業ないし事業としてされたわけではないから、亡乙の「営業上又

は事業上の債務」には該当しない。したがって、本件弁護士報酬等は、いずれも相続税法１

３条２項５号に該当しない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（本件損害賠償債務（１億５５３８万４５９７円）が債務控除の対象となるか（相続

税法１３条２項２号、３号又は５号該当性並びに１４条１項該当性））について 

(1) 相続税法１３条２項及び１４条１項によれば、相続税の計算に際して課税価格から控除さ

れるべき金額は、被相続人の債務であって同法１３条２項各号列挙事由に該当するものであり、

かつ、確実と認められるものに限られる。そして、本件損害賠償債務について、被告は、同項

２号、３号及び５号のいずれにも該当しない上に、確実と認められる債務にも該当しない旨主

張するのに対し、原告は、同項２項２号、３号又は５号に該当し、かつ、確実と認められる債

務に該当する旨主張するから、以下、順次検討する。 

(2) 本件損害賠償債務の相続税法１３条２項該当性 

ア 相続税法１３条２項２号 

(ア) 相続税法１３条２項は、制限納税義務者（同法１条の３第３号）においては、当該相

続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算

入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で同法１３条２項各号に掲げるもの

の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額によると規定するところ、

同項の趣旨は、同法が制限納税義務者の課税財産を同法施行地である国内の財産に限定し

た（同法２条２項）ことに対応して、その差し引くべき債務もまたその財産に関するもの

で、その者が支払うべきもののみに限定するという点にある。そして、同法１３条２項２

号は、当該財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保されている
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債務を控除すべき債務として掲げているが、その趣旨は、当該財産は、これらの担保権の

設定により既にその交換価値を債権者に掌握され、担保権が設定された範囲においては実

質的に被相続人の責任財産を構成しない財産となっており、相続人において被担保債権の

弁済を行わなければその担保権が実行されて当該財産の所有権を失い、又は、取り戻すこ

とができないことから、これらの担保権によって担保された債務は国内財産に関する債務

と認められるため、控除の対象としたものと解される。他方、一般の先取特権は、同法施

行地にある財産（課税財産）のみを目的とする担保物権ではないから、上記趣旨が妥当し

ないため、同号において一般先取特権を掲げていないものと解される（以上、乙３３、３

９、４０参照）。 

 このような立法趣旨によれば、同号によって控除される債務は、国内財産を直接の目的

とする担保物権で担保された債務に限定されているというべきである。これに対し、債務

者の総財産を責任財産とする一般債務については、当該（一般）債務の弁済をしない場合

に特定の財産の所有権等が必然的に失われる関係にはない。仮にこのような一般債務に係

る債権を保全するために特定の不動産を目的として仮差押えがされたとしても、会社更生

法９９条による場合も含め、仮差押えは当該財産が債務者の責任財産から散逸することを

防止し、将来の強制執行を確保するための手段にすぎず（民事執行法５９条２項、８７条

２項参照）、仮差押えをした債権者が当該財産の強制執行によって弁済（配当）を受ける

必然性はなく、また、当該財産は依然として一般債権者の引き当てとなる責任財産である

から、仮差押えをした債権者は、強制執行をした後においても、優先弁済権がなく、競売

を通じて得られた換価代金から一般債権者として配当を受け得るにすぎない。逆に、他に

債権者が存在することが想定される以上、仮に債務者が当該被保全債権に対する弁済を行

ったとしても、当該財産に対する将来の強制執行の可能性は排除されない。このように一

般債務については、それを被保全債権とする仮差押えがされたとしても、当該債務の弁済

の有無と当該財産の所有権の保持、喪失との関係は相続税法１３条２項２号所定の担保権

で担保される債務と当該不動産との関係におけるような密接なものではなく、このような

債務を当該国内財産に関する債務ということはできない。そうすると、同項の前記趣旨や

同項が控除される債務を限定列挙していることに照らして、仮差押えがされた場合におけ

る被保全債権に係る債務が同項２号に該当すると解することはできないというべきであ

る。 

(イ) 以上に対し、原告は、①本件事案に即して検討すれば、本件損害賠償債務と本件不動

産との関係は、抵当権等の担保権により担保された債務と当該担保権の目的不動産以上の

密接な関係がある、②仮差押えの被保全債権であっても、本件損害賠償債務を弁済しなけ

れば、相続人が本件不動産の所有権を失う関係があれば、担保物権における目的物と被担

保債権と同様の関係、利益状況にある、などと主張するが、原告の主張が失当であること

は上記(ア)のとおりである。 

イ 相続税法１３条２項３号 

(ア) 相続税法１３条２項３号は、上記ア(ア)の同項の趣旨を前提として、当該財産の未払

取得代金、未払修繕費等の当該財産の取得、管理、維持のために生じた債務については、

当該国内財産に関して生じた費用としての性質を有する債務であるため、控除の対象とし

たものであると解される（乙３３、３９、４０参照）。 



12 

 上記相続税法１３条２項３号の立法趣旨に加え、同項が控除される債務を限定列挙して

いることに照らせば、当該財産の取得、管理、維持のために生じた債務については、上記

のような性質を有する債務に限られると解するべきである。 

 本件においては、本件損害賠償債務は、本件機械の売買に関して発生した亡乙のＡに対

する代表取締役としての旧商法２６６条１項４号及び５号に基づく損害賠償責任にすぎ

ず、国内財産である本件不動産とは無関係に生じたものであって、本件不動産に関して生

じた費用としての性質を有するものではないから、原告が相続により取得した国内財産に

ついて、亡乙がそれらの財産を取得するため、又は維持・管理するために生じた債務とは

いえない。 

(イ) 以上に対し、原告は、亡乙及びこれを相続した原告が本件和解によって本件損害賠償

債務を負担し、本件損害賠償債務を弁済しなければ、本件仮差押えによって譲渡等の処分

が制限されている本件不動産を本件相続によって取得することはできなかったはずであ

るから、本件損害賠償債務は、本件の相続財産を取得するために要した債務であるなどと

主張する。 

 しかしながら、原告が主張する点は、結局のところ、亡乙には債権者の引き当てとなる

財産が本件不動産程度しかなかったという事情をいうものにすぎず、仮に原告の主張を前

提とすれば、被相続人（債務者）の債務に対して責任財産が不足している場合、責任財産

を相続財産として確保するために弁済をするならば、すべての債務が被相続人の責任財産

を構成する財産の維持のために生じた債務に該当する可能性を有することとなるが、その

ような解釈が相続税法１３条２項の趣旨に反することは明らかというべきであるから、原

告の主張は失当というべきである。 

ウ 相続税法１３条２項５号 

(ア) 相続税法１３条２項５号は、上記ア(ア)の同項の趣旨を前提として、被相続人が国内

に営業所又は事業所を有していた場合において、営業所又は事業所を有する者の当該営業

所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利が課税財産とされることから（同法１０条１

項１３号参照）、これに対応して、国内における被相続人の営業所又は事業所に係る営業

上又は事業上の債務についても控除の対象に含めることとして、同法１３条２項１号ない

し４号に規定する債務に該当しないものであっても、国内の営業所又は事業所に帰属する

債務であれば控除の対象としたものと解される（乙３３、３９、４０参照）。 

 このような趣旨にかんがみれば、同項５号における「営業所」、「事業所」及び「営業」、

「事業」の各概念についても、課税財産との対応関係を維持するため、同法１０条１項１

３号と異なる解釈をするべきではないし、通常の語義を離れて特別な解釈を施す必要もな

いというべきである。すなわち、「営業」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継

続して行うことをいい、「事業」とは、一定の目的をもってされる同種の行為の反復継続

的遂行をいい、「営業所」とは、商人の営業の本拠で、営業上の主要な活動が行われる一

定の場所をいい、「事業所」とは、事業を行う場所をいうものと解される。 

 しかるに、亡乙が死亡の際、Ａの代表取締役であることとは別に、個人として国内に営

業所又は事業所を有し、何らかの営業又は事業を行っていた事実は認められないし、そも

そも、本件損害賠償債務は亡乙のＡに対する代表取締役としての損害賠償責任に基づくも

のであるから、亡乙（被相続人）の営業上又は事業上の債務には該当しない。 
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 したがって、本件損害賠償債務は、同号に該当しない。 

(イ) 以上に対し、原告は、①亡乙はワンマン経営者としてＡに君臨していたから、実質的

にみるとＡは亡乙が有していた営業所又は事業所と同様に解し得ること、②仮に亡乙が死

亡退職に際して役員退職慰労金等を支給される場合にはＡが相続財産を生み出す母体と

して亡乙の営業所等とみ得ることを理由に、本件損害賠償債務は「当該営業所又は事業所

に係る営業上又は事業上の債務」に該当する旨主張する。 

 しかしながら、①いわゆるワンマン経営者であったとしても、代表取締役に就任してい

ることをもって営業又は事業ということはできないし、独立した法人格を有する法人を個

人の営業（営業所）又は事業（事業所）とみることもできないから、Ａが亡乙の営業所又

は事業所であるとしたり、それらと同視することができるとしたりする原告の主張は失当

である。また、②相続税法１０条１項６号は、退職手当金等の給与を支払った者の住所又

は本店等の所在する場所にその給与（財産）が所在するものとしているが、その本店等が、

被相続人の営業所又は事務所とみられるものとしているわけではないし、原告の主張する

ようなことを理由にＡを亡乙の営業所等とみる余地はない。 

 したがって、原告の主張はいずれも採用することはできない。 

(3) 以上によれば、本件損害賠償債務の相続税法１４条１項該当性について判断するまでもな

く、本件損害賠償債務が債務控除の対象とならないことは明らかというべきである。 

２ 争点(2)（本件弁護士報酬等（４９９万２５４８円）が債務控除の対象となるか（相続税法１

３条２項２号、３号又は５号該当性））について 

(1) 本件弁護士報酬等のうち、役員損害賠償請求権査定申立事件及び公正証書作成に関する部

分について 

 役員損害賠償請求権査定申立事件及び公正証書作成に関する弁護士報酬等は、前提事実(1)

イ(イ)(ウ)のとおり、本件管財人が申し立てた本件査定申立事件への応訴及び本件和解内容を

反映した本件公正証書作成に要した弁護士報酬等であるところ、これら弁護士報酬等が生ずる

原因となった本件損害賠償債務が相続税法１３条２項２号又は３号の「債務」に該当しないこ

とは上記１(2)のとおりであるし、その他、これら弁護士報酬等が上記各号の「債務」に該当

する事情もうかがわれない以上、上記弁護士報酬等が、上記各号に該当するとは認められない。 

 また、上記弁護士報酬等が同項５号に該当するか検討するに、亡乙は、死亡の際、Ａの代表

取締役ではあったものの、取締役であること自体が業務ないし事業に該当するとはいえない上、

国内に営業所又は事業所を有し、何らかの営業又は事業を行っていた事実は認められないから、

上記弁護士報酬等が亡乙の「営業上又は事業上の債務」に該当することはないというべきであ

る。 

 したがって、役員損害賠償請求権査定申立事件及び公正証書作成に関する弁護士報酬等は、

相続税法１３条２項２号、３号及び５号には該当せず、これに該当する旨の原告の主張は採用

することができない。 

(2) 本件弁護士報酬等のうち、名古屋市所在の不動産売却に関するアドバイスに対応する部分

について 

 本件弁護士報酬等のうち、名古屋市所在の不動産（別紙１不動産の表示記載の番号１）売却

に関するアドバイスに対応する部分は、当該不動産の売買契約締結直後、その登記が具備され

る前に、本件管財人によって当該不動産を含む本件不動産に本件仮差押え（登記）が行われ、
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上記売買契約に基づく物件変動がこれに劣後することとなったため、弁護士に依頼して仮差押

えを外して売却することを可能としたことに対する報酬等であるところ（甲８参照）、当該譲

渡に係る不動産自体は、本件相続時においては既に相続財産ではなくなっており、相続財産で

ある本件不動産等との関係において、上記の行為をもってその取得のためのものということが

できないことはもちろん、その維持又は管理のためのものと位置づけることもできないから、

当該弁護士報酬等が本件不動産の取得等のために生じた債務ということはできない。なお、本

件預託金返還請求権が生じたのも、上記売買契約における障害を取り除くための前提条件を整

えるため、その譲渡代金（手付金を除く。）を本件管財人に預託したからにすぎず（乙２６（乙

２６においても、本件預託金返還請求権の帰趨は本件査定申立事件によることとされ、確定さ

れていない。））、上記弁護士報酬等が本件預託金返還請求権を取得するために生じたものでな

いことも明らかである。 

 また、亡乙は、死亡の際、Ａの代表取締役ではあったものの、国内に営業所又は事業所を有

し、何らかの営業又は事業を行っていた事実は認められず、上記弁護士報酬等の対価としての

委任事項の内容（名古屋市所在の不動産売却）も、亡乙の営業ないし事業として行われたとは

認められないから、亡乙の「営業上又は事業上の債務」には該当しない。 

 なお、前記１のとおり本件損害賠償債務が債務控除の対象とならない（相続税法１３条２項

各号に該当しない）以上、上記弁護士報酬等が本件損害賠償債務に付随し、又は、これと同質

であるとして同項各号のいずれかに該当すると認めることもできない。 

 したがって、名古屋市所在の不動産（別紙１不動産の表示記載の番号１）売却に関するアド

バイスに関する弁護士報酬等は、相続税法１３条２項２号、３号及び５号に該当せず、これに

該当する旨の原告の主張は採用することができない。 

(3) したがって、本件弁護士報酬等はいずれも債務控除の対象とならない。 

 なお、原告が主張するその余の事情を考慮しても、上記判断は左右されない。 

３ 以上より、本件損害賠償債務及び本件弁護士報酬等はいずれも債務控除の対象には該当しない

というべきである。 

 このことを前提として、本件相続に係る原告の相続税についてみると、被告が本訴において主

張する別紙２「課税の根拠及び計算」の１記載の本件更正処分の根拠はいずれも相当であり、か

つ、その根拠に基づいて計算した原告の納付すべき税額は、同別紙の１(9)記載のとおりである

と認められ、別表１「課税の経緯等」記載の本件更正処分における原告の納付すべき税額と一致

するから、本件更正処分は適法というべきである。 

 そして、本件更正処分が適法である場合に賦課すべき過少申告加算税の額は、別紙２「課税の

根拠及び計算」の３記載のとおりであるところ、原告は、相続税について、別表１「課税の経緯

等」記載のとおり、納付すべき税額を過少に申告していたものであり、かつ、過少に申告してい

たことについて国税通則法６５条４項に規定する正当な理由の存在をうかがわせる事情を認め

るに足りる証拠はないことから、本件更正処分に伴う過少申告加算税としてこれと同額の税額を

課した本件賦課決定処分も適法というべきである。 

４ よって、原告の請求は、いずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき、

行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 
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裁判長裁判官 川神 裕 

   裁判官 林 史高 

   裁判官 新宮 智之 
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別表１ 課税の経緯等 

（単位：円） 

区分 申告 修正申告 賦課決定処分 本件更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 裁決 

年月日 平成17年11月17日 平成19年6月25日 平成19年6月27日 平成19年6月27日 平成19年8月27日 平成19年11月27日 平成19年12月20日 平成20年6月25日 

取得財産の価額 495,638,779 501,225,730 501,225,730 

債 務 の 金 額 305,064,923 305,064,923 144,687,778 

課 税 価 格 190,573,000 196,160,000 356,537,000 

納付すべき税額 22,171,600 23,848,000 80,614,400 

各
人
の
合
計 

過少申告加算税  167,000 7,489,500 

  

取得財産の価額 495,638,779 501,225,730 501,225,730 501,225,730 501,225,730

債 務 の 金 額 305,064,923 305,064,923 144,687,778 305,064,923 305,064,923

課 税 価 格 190,573,000 196,160,000 356,537,000 196,160,000 196,160,000

納付すべき税額 22,171,600 23,848,000 80,614,400 23,848,000 23,848,000

原
告 

過少申告加算税  167,000 7,489,500 167,000

棄
却 

167,000

棄
却 
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別表２ 課税価格及び納付税額の計算明細表 （単位：円） 

 区分 
順号 

 財産の内訳 
合計 原告 訴外丙 

① 土 地 489,065,901 489,065,901 0

② 家 屋 、 構 築 物 10,376,728 10,376,728 0

③ 現 金 、 預 貯 金 等 1,783,101 1,783,101 0

④ 合 計 （ ① ＋ ② ＋ ③ ） 501,225,730 501,225,730 0

⑤ 債 務 144,687,778 144,687,778 0

⑥ 差 引 純 資 産 額 （ ④ － ⑤ ） 356,537,952 356,537,952 0

⑦ 課 税 価 格 （ 注 ） 356,537,000 356,537,000 0

⑧ 
相 続 税 の 総 額

（ 別 表 ３ ⑥ の 金 額 ）
80,614,400

⑨ あ ん 分 割 合 1 
356,537

356,537
 

0

356,537
 

⑩ 各 人 の 相 続 税 額 （ ⑧ × ⑨ ） 80,614,400 0

⑪ 納付すべき税額（⑩の金額） 80,614,400 80,614,400 0

（注）課税価格は、通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後の金額であ

る。 

 

別表３ 税額算出表 （単位：円） 

順号 区分 金額 

① 課税価格（別表２⑦の金額） 356,537,000

② 遺産に係る基礎控除額（50,000,000円＋10,000,000円×２人） 70,000,000

③ 課税遺産総額（①－②） 286,537,000

④ 相続税の総額の基となる税額の計算 

法定相続人 法定相続分 
法定相続分に応ずる取得金額 

（③×法定相続分） 

相続税の総額の 

基となる税額 

原告 ２分の１ 143,268,000 40,307,200
⑤ 

訴外丙 ２分の１ 143,268,000 40,307,200

⑥ 相続税の総額 80,614,400

 

別表４ 過少申告加算税の計算表 （単位：円） 

順号 項目 原告の金額 

① 期限内申告税額（別表１の原告の納付すべき税額欄の申告欄の額） 22,171,600

② 修正申告税額（別表１の原告の納付すべき税額欄の修正申告欄の額） 23,848,000

③ 更正額（別表１の原告の納付すべき税額欄の本件更正処分等欄の額） 80,614,400

④ 加算税の基礎となる税額（③－②） 56,760,000

⑤ 累積増差税額（（③－②）＋（②－①）） 58,442,800

⑥ 通則法６５条２項の規定による加算税の基礎となる税額（⑤－①） 36,270,000

⑦ 加算税の額（④×１００分の１０＋⑥×１００分の５） 7,489,500

（注）④及び⑥欄の金額は、通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後の金額

である。 
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（別紙１） 

不動産の表示 

番号 種別 
地番 

／所在(家屋番号) 

地目 

／種類・構造

地積(㎡) 

／床面積(㎡)
持分 仮差押え

1 土地 名古屋市 宅地 110.47  ① 

2 土地 名古屋市 宅地 189.65  ① 

3 土地 半田市 山林 666  ① 

4 土地 半田市 山林 88  ① 

5 土地 半田市 宅地 0.53  ① 

6 土地 半田市 宅地 174.08  ① 

7 土地 半田市 宅地 34.98  ① 

8 土地 半田市 山林 241  ① 

9 土地 半田市 山林 1867  ① 

10 土地 半田市 畑 343  ① 

11 土地 半田市 山林 1061  ① 

12 土地 半田市 山林 33  ① 

13 土地 半田市 宅地 95.86  ① 

14 土地 半田市 宅地 1381.81  ① 

15 土地 半田市 山林 482  ① 

16 土地 半田市 宅地 159.99  ① 

17 土地 半田市 山林 83  ① 

18 土地 半田市 山林 2036  ① 

19 土地 半田市 宅地 142.14  ① 

20 土地 半田市 宅地 85.95  ① 

21 土地 半田市 山林 2.7 ２分の１ ① 

22 土地 半田市 畑 10 ２分の１ ① 

23 土地 半田市 畑 14 ２分の１ ① 

24 土地 半田市 山林 177 ２分の１ ① 

25 土地 半田市 山林 1963 ２分の１ ① 

26 土地 半田市 山林 1880 ２分の１ ① 

27 土地 名古屋市 地上権 1770.28 676193分の2241 ① 

28 土地 東京都港区 宅地 1511.12 396764分の7842 ② 

29 家屋 名古屋市 
旅館 

木造瓦葺２階建 

1階69.68

2階69.68
 ① 

30 家屋 名古屋市 

居宅 

鉄筋コンクリート

造１階建 

11階部分

20.82
 ① 

31 家屋 東京都港区 

居宅 

鉄骨鉄筋コンクリ

ート造１階建 

6階部分

77.12
 ① 

（注） 

 仮差押え欄の記載①は、平成１６年２月２７日申立て（同日受理）による同年３月１日付け仮差押決

定により、仮に差し押さえられた物件。 

 仮差押え欄の記載②は、平成１６年３月９日申立て（同月１０日受理）による同月１１日付け仮差押

決定により、仮に差し押さえられた物件。 



19 

（別紙２） 

課税の根拠及び計算 

１ 被告主張額の根拠 

 被告が本訴において主張する本件相続に係る原告の相続税の課税価格及び納付すべき税額等は、

別表２のとおりであり、その算出根拠は、以下のとおりである。 

(1) 相続により取得した財産の価額（別表２の順号④の「合計」欄の金額） 

 ５億０１２２万５７３０円 

 上記金額は、原告が本件相続により取得した財産のうち相続税法の施行地にある財産の価額の

合計額であり、本件修正申告書（乙３）における取得財産の価額の合計額と同額である。 

(2) 債務の金額（別表２の順号⑤の「合計」欄の金額） 

 １億４４６８万７７７８円 

 上記金額は、下記アの金額から下記イの金額を減算した金額である。 

ア 本件修正申告書における債務の金額 

 ３億０５０６万４９２３円 

 上記金額は、原告において負担することが確定した被相続人の債務で相続税法１３条２項に

該当するとして、原告が申告した債務の金額である。なお、原告は相続税法１条の３第３号に

規定する制限納税義務者であるため、葬式費用については債務控除の対象から除外される。 

イ 相続税法１３条２項に該当する被相続人の債務と認められない金額 

 １億６０３７万７１４５円 

 上記金額は、下記(ア)及び下記(イ)の金額の合計額である。 

(ア) 損害賠償金 

 １億５５３８万４５９７円 

 上記金額は、原告が、本件修正申告における相続税の課税価格の計算上、被相続人の債務

として控除した損害賠償金である（乙２第１３表別紙「債務の明細書」参照）が、相続税法

１３条２項に規定する債務とは認められない。 

(イ) 弁護士費用 

 ４９９万２５４８円 

 上記金額は、原告が、本件修正申告における相続税の課税価格の計算上、被相続人の債務

として控除した弁護士費用である（乙２第１３表別紙「債務の明細書」参照）が、相続税法

１３条２項に該当する債務とは認められない。 

(3) 課税価格の合計額（別表２の順号⑦の「合計」欄の金額） 

 ３億５６５３万７０００円 

 上記金額は、上前記(1)の金額から上記(2)の金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１８

条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後の金額）である。 

(4) 遺産に係る基礎控除額（別表３の順号②の金額） 

 ７０００万円 

 上記金額は、上記(3)の課税価格の合計額から控除する基礎控除額であり、相続税法１５条の

規定により、５０００万円と１０００万円に本件相続に係る相続人（同法１５条２項の規定によ

り、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人をいう。

以下同じ。）の数である２を乗じて算出した金額２０００万円との合計である。 
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(5) 課税遺産総額（別表３の順号③の金額） 

 ２億８６５３万７０００円 

 上記金額は、前記(3)の金額から上記(4)の金額を控除した金額である。 

(6) 法定相続分に応ずる取得金額（別表３の順号⑤の「法定相続分に応ずる取得金額」欄の金額） 

ア 原告 １億４３２６万８０００円 

イ 訴外丙 １億４３２６万８０００円 

 上記ア及びイの金額は、相続税法１６条の規定により、本件相続に係る各相続人が、法定相

続分（民法９００条の規定による相続分をいう。以下同じ。）に応じて取得したものとした場

合における各相続人の取得金額であり、上記(5)の金額に法定相続分をそれぞれ乗じて算出し

た金額（ただし、相続税法基本通達（昭和３４年１月２８日付け直資１０による国税庁長官通

達）１６－３の取り扱いにより、各相続人ごとに１０００円未満の端数を切り捨てた後の金額）

である。 

(7) 相続税の総額（別表２の順号⑧の「合計」欄の金額、別表３の順号⑥の金額） 

 ８０６１万４４００円 

 上記金額は、上記(6)ア及びイの各金額に、相続税法１６条の規定による税率をそれぞれ乗じ

て算出した金額の合計額である。 

(8) 算出税額（別表２の順号⑩の「原告」欄の金額） 

 ８０６１万４４００円 

 上記金額は、上記(7)の金額に、前記(3)の課税価格の合計額のうち、原告の課税価格（別表２

の順号⑦の「原告」欄の金額）の占める割合（別表２の順号⑨の「原告」欄参照）を乗じて算出

した金額である。 

(9) 納付すべき税額（別表２の順号⑪の「原告」欄の金額） 

 ８０６１万４４００円 

 上記金額は、上記(8)の金額と同額である。 

２ 本件更正処分 

 被告が本訴において主張する、本件相続に係る原告の相続税の課税価格及び納付すべき税額等は、

上記１のとおりであるところ、当該金額は、本件更正処分における原告の課税価格及び納付すべき

税額（別表１参照）といずれも同額となることから、本件更正処分は適法である。 

３ 本件賦課決定処分 

 上記２のとおり、本件更正処分は適法であるところ、原告は、本件相続に係る相続税の課税価格

及び納付すべき税額を過少に申告していたものであり、本件の経緯にかんがみても、原告が過少に

申告したことについて国税通則法６５条４項に規定する正当な理由があるとは認められない。 

 したがって、原告に課されるべき過少申告加算税は、国税通則法６５条１項及び同条２項の規定

に基づき、本件更正処分により新たに納付すべき税額（ただし、国税通則法１１８条３項の規定に

より１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。別表４の順号④の金額）に１００分の１０を乗じて

算出した金額と、同納付すべき税額に本件修正申告により新たに納付すべき税額を加算した金額

（別表４の順号⑤の金額）のうち、原告が、平成１７年１１月１７日付けでした本件相続に係る相

続税の申告における納付すべき税額を超える部分に相当する金額（ただし、国税通則法１１８条３

項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。別表４の順号⑥の金額）に１００分の５

を乗じて算出した金額を合計した７４８万９５００円（別表４の順号⑦の金額）となるところ、こ
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れと同額を課した本件賦課決定処分は適法である。 

以上 


